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公益社団法人日本作業環境測定協会認定オキュペイショナル 

ハイジニスト規程 

                                                      

１．公益社団法人日本作業環境測定協会認定オキュペイショナルハイジニスト制度の趣旨 

 

我が国における労働安全衛生管理は、規制を中心とした従来からの管理に加えて、事業者が行うリス

クアセスメント及びその結果に基づくリスクマネジメント等の自律的な管理を推進する方向に展開し

ている。この新たな展開においては、安全衛生管理のうちのオキュペイショナルハイジーンの分野に

おいて、事業者が行うリスクアセスメント及びその結果に基づくリスクマネジメントを支援すること

のできる高度の実務家・専門家の重要性が一般に認識されている。 

このような状況に鑑み、公益社団法人日本作業環境測定協会（以下、「日測協」という。）は、一定の

手続きを経て、「労働者の福祉と健康の保持並びに社会の安全を目的として、労働環境における健康に

危害を及ぼす要因を的確に予測し、認識し、評価し、及び管理することができる知識及び技術を有する

者」について、「日測協認定オキュペイショナルハイジニスト（以下、「認定ハイジニスト」という。）」

として認定するものである。 

 

２．認定ハイジニストの能力 

 

本制度においては、認定ハイジニストは、下記(１)、(２)、(３)、(４)及び (５)に示す専門的な能

力と包括的な視野とを有し、必要に応じて労働安全衛生法に規定する事業者、総括安全衛生管理者、統

括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者、産業医等及び作業環境測定法に規定する作業環境測定士

その他関係者と効果的な連携及び協力ができる能力を有することを想定する。 

 

（１）化学物質等(粉じんを含む。)に関し、 

① 事業場における化学物質等の総合管理 

② 危険有害性（ハザード）評価 

③ ばく露評価 

④ リスク評価 

⑤ リスク削減 

⑥ 既存のリスクによる健康被害等被害発生の調査 

⑦ 残留リスク管理 

⑧ 健康管理 

⑨ リスクコミュニケーション 

⑩ 緊急リスクへの対応 

⑪ 環境改善に関する工学的技術 

について、事業者等の依頼等に応じて適切な指導、助言等ができること。 
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（２）物理的因子に関し、 

温熱条件、異常気圧、騒音及び超音波、振動、電離放射線、非電離放射線等の物理的因子に係る適

切な管理について、事業者等の依頼等に応じて適切な指導、助言等ができること。 

 

（３）生物的因子に関し、 

① 管理の必要性及び管理の対象となる因子並びに管理に係る国際動向 

② 危険有害性とその発生機序 

③ 専門用語の知識及び外部関係機関の所在、活用法等 

④ 主な生物的因子のリスク評価及びリスク管理の方法 

について、事業者等の依頼等に応じて適切な指導、助言等ができること。 

 

（４）人間工学的因子に関し、 

職場における作業態様(重筋－筋力作業、反復作業、ＶＤＴ作業等)に関する人間工学的因子(作業

姿勢、作業強度、作業時間等) に係る適切な管理について、事業者等の依頼等に応じて適切な指

導、助言等ができること。  

 

（５）一般環境、地球環境又は公衆衛生等に関し、 

  ① 化学物質等に関する一般環境対策及び地球環境対策 

② 上記(１)、(２)、(３)、(４)及び (５)①に関連する産業医学及び公衆衛生学上の対策 

について、事業者等の依頼等に応じ、必要に応じて他の専門家と連携しつつ適切な指導、助言等が

できること。 

 

３．資格の認定 

 

認定ハイジニストの資格の認定は、日測協会長が別に委嘱するオキュペイショナルハイジーンに関

する専門家及び公益を代表する学識経験者等から構成される「オキュペイショナルハイジニスト認

定・更新審査委員会」（以下、「認定委員会」という。）の議を経て決定し、この資格を認定された者

には認定証を交付する。 

    

４．認定の基準 

 

認定を受けようとする者は、認定申請の時点で次に掲げる要件のすべてに該当していなければなら

ない。下記イ、ロ及びハの事実は提出された書面をもって証する。 

なお、「８．認定の取り消し等」の(１)①～③(②、③については、申請日の時点で、刑の執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過している場合は除く)のいずれか

に該当する時は、認定を行わないこととする。 

イ 第 1種作業環境測定士、労働衛生コンサルタント（衛生工学又は保健衛生)、衛生工学衛生管理者、

第 1 種衛生管理者、産業医その他認定委員会の審議を経て日測協会長がこれらと同等以上と認め
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る資格を有すること。 

ロ 作業環境管理その他の労働衛生管理に関して５年以上の実務経験を有すること。 

 ハ 理工学・医学系等の学士の称号を有すること、その他認定委員会の審議を経て日測協会長がこれ

と同等以上と認める条件を満たすこと。 

ニ 日測協が実施する「認定オキュペイショナルハイジニスト養成講座」（以下、「ハイジニスト養成講

座」という。）を修了して 93単位を取得していること。 

ホ 日測協が実施する「認定オキュペイショナルハイジニスト評価試験」（以下、「評価試験」という。）

に合格した後、２年を超えていないこと。 

 

５．認定オキュペイショナルハイジニスト評価試験 

   

評価試験については、「認定オキュペイショナルハイジニスト評価試験要綱」に定めるところによる。 

 

６．認定資格の更新 

 

(１) 認定資格は５年間有効とし、認定資格の更新を行わない者は、５年間をもって資格を失う。 

(２) 資格の更新を希望する場合は、日測協会長にその旨を申請する。 

(３) 日測協会長は、認定資格の更新申請を受けたときは、下記(４)から(６)に基づき、認定委員会の

議を経て更新の是非を決定する。 

(４) 更新を受けるためには、認定証の有効期間（認定証の交付日から５年以内）に別添の基準による

評点の合計が 100 点以上とならなければならない。 

(５) 評点の審査は、原則として提出された書面をもって行う。 

資格更新時にやむを得ざる理由により更新手続きができなかった者の取り扱いは、認定委員会の

審議に基づき日測協会長が判断する。 

(６) 前２項に関わらず、「８．認定の取り消し等」の(１)①～⑦(②、③については、更新認定申請日

の時点で、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過し

ている場合は除く)のいずれかに該当する時は、更新認定を行わないこととする。 

 

 

７．認定オキュペイショナルハイジニスト倫理規程 

日測協会長は、認定ハイジニストの職業的行動規範として、「認定オキュペイショナルハイジニスト倫

理規程」を作成し公表するものとする。認定ハイジニストは同規程を遵守しなければならない。 

 

８．認定の取り消し等 

 

(１) 認定ハイジニストが次の各号のいずれかに該当するに至った時は、会長は、認定オキュペイシ

ョナルハイジニスト制度等検討委員会の議を経て、認定ハイジニストの名称の使用を期間を定

めて停止し、又は認定の取り消しを行うことができる。 
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①精神の機能の障害により当該業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができなくなったとき 

②労働安全衛生法令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられたとき 

③労働安全衛生法令以外の法令の規定に違反して、拘禁刑以上の刑に処せられたとき 

④認定ハイジニストの信用を傷つけ、又は認定ハイジニスト全体の不名誉となるような行為を行っ

たとき 

⑤業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき 

⑥不正な手段により、認定ハイジニスト資格を得、又は更新したことが明らかになったとき 

⑦認定オキュペイショナルハイジニスト倫理規程に著しく逸脱する行為が明らかになったとき 

 

(２) 前項の資格の認定を取り消したとき、又は認定ハイジニストの名称の使用を停止した間は、当

該認定ハイジニストの氏名を、「認定オキュペイショナルハイジニスト名簿」その他の日測協が

公表している名簿から削除するものとする。 

 

(３) 第１項の規定により認定ハイジニストの名称の使用の停止を受けた認定ハイジニストは、当該

使用の停止を受けた期間は、認定ハイジニストの名称を用いてはならない。 
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別 添  

評点基準 

カテ

ゴリ

ー 

内容 評点 評点取得の必須又は

上限の条件について 

Ⅰ オキュペイショナルハイジーン（労働衛生）

分野における活動・業務 

10点/1年あたり 5年間で最大 50点 

Ⅱ 認定委員会が認定する講習等の技術研修の

受講、あるいは認定委員会が認定する学会

等の学術集会への参加 

0.5点/1時間あたり 5年間で 30点以上 

(カテゴリーⅡ・Ⅲの

合計で 30 点の取得が

必須・取得上限はな

し) 

Ⅲ 日本作業環境測定協会が主催する「ハイジ

ニスト実践講座」の受講 

1点/1時間あたり 

Ⅳ ①認定委員会が認定する学術雑誌等への論

文の掲載 

➁認定委員会が認定する学会等の学術集会

における口頭発表 

①査読付筆頭著者：4点/1編あたり 

査読付共著者：  2点/1編あたり  

査読無著者：    1点/1編あたり 

➁口頭発表：   1点/1件あたり  

取得上限はなし 

Ⅴ 認定委員会が認定する講習・学術集会等に

おける講師 (社内教育等、自社社員に対す

る教育・講習の講師は除く) 

1点/1時間あたり  5年間で最大 20点 

Ⅵ 日本作業環境測定協会が主催する「ハイジ

ニスト倫理教育」講座の受講 

1点/1回あたり 5 年間で最低 1 回の受

講を必須とする。5 年

間で最大 5点まで。 

(同一年度に 2 回以上

受講しても評点は１

回分のみ認める。) 
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 〇カテゴリーⅡの補足 

講習等（実施主体） 評点の対象として選定する理由 

ブラッシュアップ講習（日測協） 作業環境測定士を対象に、技術、法令等の変化にキ

ャッチアップすることを目的として行う研修。特

別講演、パネルデイスカッション等で構成し、その

時々のタイムリーなテーマを選定し、専門家が講

師を担当するので、適当である。 

中央シンポジウム（日測協） 作業環境測定評価推進運動の一環として日測協本

部が企画して行う。特別講演、パネルデイスカッシ

ョン等で構成し、その時々のタイムリーなテーマ

を選定し、専門家が講師を担当するので、適当であ

る。 

新任あるいは中堅作業環境測定士講習(α・β・

γコース)（日測協本部） 

作業環境測定士として必要とされる知識を取得す

るため適当である。 

日測協本部が主催する標記講習は、生涯を通して

一回限り評点を認めることとする。 

コンサルタント専門研修会（日本労働安全衛生

コンサルタント会） 

日本労働安全衛生コンサルタント会が例年実施す

るコンサルタントのための「労働衛生研修会」。講

師は専門家であり、また内容的にも適切と考えら

れる。 

日測協のほか、日本労働安全衛生コンサルタン

ト会、中央労働災害防止協会、都道府県産業保健

推進センターその他の関連団体が主催するオキ

ュペイショナルハイジーン分野の研修のうち、

認定委員会の認定したもの（そのつど審査する） 

候補となる研修は、日測協が積極的に発掘に努め

るほか、更新認定を目指す者は、適当と思われる研

修会について評点の対象とする認定を、日測協に

申請することができるものとする。認定申請が行

われた場合は、日測協は原則として、認定委員会に

意見を聞くものとする。 AIHA等国外の研修 

日本作業環境測定協会学術大会、日本労働衛生

工学会、日本産業衛生学会 

いずれも歴史ある学術大会や学会であり、適当で

ある。 

IOHA、AIHA、その他認定委員会が認定する学会等 候補となる学会等は、日測協が積極的に発掘に努

めるほか、更新認定を目指す者は、適当と思われる

学会等について評点の対象とする認定を、日測協

に申請することができるものとする。認定申請が

行われた場合は、日測協は原則として、認定委員会

に意見を聞くものとする。 

 

 

 

 



7 
 

 〇カテゴリーⅣの補足 

「労働衛生工学」、「Industrial Health」におけるオキュペイショナルハイジーン分野の論文、

「Journal of Occupational and Environmental Hygiene」、その他認定委員会が認定する学術雑誌

等。 巻頭言、随筆、紹介文、座談会における発言等は対象とならない。 

 

日本作業環境測定協会学術大会、日本労働衛

生工学会、日本産業衛生学会 

いずれも歴史ある学術大会や学会であり、適当であ

る。 

IOHA、AIHA、その他認定委員会が認定する学

会等 

候補となる学会等は、日測協が積極的に発掘に努める

ほか、更新認定を目指す者は、適当と思われる学会等

について評点の対象とする認定を、日測協に申請する

ことができるものとする。認定申請が行われた場合

は、日測協は原則として、認定委員会に意見を聞くも

のとする。 

 

〇カテゴリーⅤの補足 

カテゴリーⅤの講師は、講師として依頼されたものを対象とし、依頼状等それを証明できる書類を提出

すること。なお、社内教育等、自社やグループ会社等において実施した、自社社員に対する講習の講師は、

カテゴリーⅠのオキュペイショナルハイジーン(労働衛生)分野における活動に該当する。(CIH の基準と

同等とする。) 

ただし、自社内で開催した講習において、社外の者に対して講義を行う場合は、カテゴリーⅤの評点とし

て認める。 

 

講習等（実施主体） 評点の対象として選定する理由 

ブラッシュアップ講習（日測協） 作業環境測定士を対象に、技術、法令等の変化にキ

ャッチアップすることを目的として行う研修。特別

講演、パネルデイスカッション等で構成し、その時々

のタイムリーなテーマを選定し、専門家が講師を担

当するので、適当である。 

中央シンポジウム（日測協） 作業環境測定評価推進運動の一環として日測協本部

が企画して行う。特別講演、パネルデイスカッショ

ン等で構成し、その時々のタイムリーなテーマを選

定し、専門家が講師を担当するので、適当である。 

新任あるいは中堅作業環境測定士講習(α・β・

γコース)（日測協本部） 

作業環境測定士として必要とされる知識を取得する

ため適当である。 

コンサルタント専門研修会（日本労働安全衛生

コンサルタント会） 

日本労働安全衛生コンサルタント会が例年実施する

コンサルタントのための「労働衛生研修会」。講師は

専門家であり、また内容的にも適切と考えられる。 
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日測協のほか、日本労働安全衛生コンサルタン

ト会、中央労働災害防止協会、都道府県産業保

健推進センターその他の関連団体が主催する

オキュペイショナルハイジーン分野の研修の

うち、認定委員会の認定したもの（そのつど審

査する） 

候補となる研修は、日測協が積極的に発掘に努める

ほか、更新認定を目指す者は、適当と思われる研修

会について評点の対象とする認定を、日測協に申請

することができるものとする。認定申請が行われた

場合は、日測協は原則として、認定委員会に意見を

聞くものとする。 

AIHA等国外の研修 

日本作業環境測定協会学術大会、日本労働衛生

工学会、日本産業衛生学会 

いずれも歴史ある学術大会や学会であり、適当であ

る。 

IOHA、AIHA、その他認定委員会が認定する学会

等 

候補となる学会等は、日測協が積極的に発掘に努め

るほか、更新認定を目指す者は、適当と思われる学

会等について評点の対象とする認定を、日測協に申

請することができるものとする。認定申請が行われ

た場合は、日測協は原則として、認定委員会に意見

を聞くものとする。 

 

附則 本規程は平成 22年１月１日から施行する。 

附則 本規程は平成 25年４月１日から施行する。 

附則 本規程は令和 2年 7月 15 日から施行する。 

附則 本規程は令和 5年 1月 31 日から施行する。 

附則 本規程は令和 5年 4月 21 日から施行する。 

附則 本規程は令和 6年 4月 1日から施行する。 

附則 本規程は令和 8年 4月 1日から施行する。 
 
 


